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『司法試験＆予備試験 体系別短答過去問題集 民法 第２版』 

お詫びと訂正 
 

以下の箇所に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 
 

2020 年 4月 30 日現在 

 
頁 場所 誤 正 更新日 

110 肢アの正誤， 

及び解説 

正誤：× 

解説：判例（大判昭 2.12.24）

は，未成年者の親権者が，

未成年者が 20 歳になった

後に代理行為をした事案に

おいて，改正前民法 112 条

（改正民法下では 112 条１

項）の適用を認めている。

したがって，判例の趣旨に

照らせば，代理権消滅後の

表見代理の規定は，法定代

理に適用することはでき

る。よって，代理権消滅後

の表見代理の規定は，法定

代理に適用することはでき

ないとする点で，本肢は誤

っている。 

正誤：○ 

解説：代理権消滅後の表見

代理に関する 112 条は，任

意代理についてのみ適用さ

れ，法定代理に適用するこ

とはできない。なぜなら，

「他人に代理権を与えた

者」（112ⅠⅡ）という文言

から，代理権消滅後の表見

代理の責任は，任意代理に

おける本人だけが負うもの

と解されるからである。よ

って，本肢は正しい。 

2020.04.28 

156 正解 ４ ２，４ 2019.10.16 

同頁 肢２の正誤，及

び解説６～７

行目 

正誤：○ 

解説：……債務者が期限の

到来を知った時であり，こ

の時から５年の消滅時効が

進行する。よって，本肢は

正しい。 

正誤：× 

解説：……債権者が期限の

到来を知った時であり，こ

の時から５年の消滅時効が

進行する。よって，債務者

が期限の到来を知った時か

ら進行するとする点で，本

肢は誤っている。 

2019.10.16 
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156 肢５の解説 

５～７行目 

お，上記判例は，……当該

債権について，「催告」（150

Ⅰ）としての消滅時効の中

断（改正民法下では完成猶

予）の効力を有するとして

いる。 

お，留置権の抗弁は，……

当該債権について，「裁判上

の請求」（147Ⅰ①）又は「催

告」（150Ⅰ）としての消滅

時効の中断（改正民法下で

は完成猶予）の効力を有す

ると解されている。 

2019.09.17 

159 冒頭１行目 消滅時効の中断に関する…

… 

消滅時効の完成猶予に関す

る…… 

2019.09.17 

530 肢エの解説 

３行目 

152① 152Ⅰ 2019.09.17 

590 肢アの解説 

２行目 

を請求することができる

（486）この規定は，受取証

書の交付請求と弁済の提供

…… 

を請求することができる

（486）。この規定は，受取

証書の交付請求と弁済の提

供…… 

2019.09.17 

1052 正解 ４ ２，４ 2019.07.16 

同 肢２の解説 

判例（大判昭 9.1.30）は，

賃貸借契約に基づく賃借人

の債務を保証した者の相続

人は，相続後に生じた賃料

債務について履行する責任

を負うとしている。理由と

しては，賃貸借契約の保証

債務は，負うべき債務が限

定されており負担が過重に

なる可能性がないことが挙

げられる。よって，相続開

始後に生じた賃料債務につ

いて履行をする責任を負わ

ないとする点で，本肢は誤

っている。 

賃貸借契約に基づく賃借人

の債務を主たる債務とし，

保証人が法人でないもの

は，個人根保証契約（465

の２Ⅰ）に当たる。そして，

保証人の死亡は個人根保証

契約の元本確定事由である

から（465 の４Ⅰ③），保証

人が死亡した時点で主たる

債務の元本が確定し，保証

人の相続人は，相続開始後

に生じた賃借人の債務につ

いて保証債務を負うことは

ない。よって，本肢は正し

い。 

2019.07.16 

同 下から３行目 
以上より，正しい肢は４で

あり，正解は４となる。 

以上より，正しい肢は２と

４であり，正解は２，４と

なる。 

2019.07.16 


